
様式第１８号

千葉県奨学のための給付金給付申請のため、個人番号を提出します。

（個人番号カードの写し等を貼り付けた上で、空欄の箇所を手書きで記載してください。）

通知カードは原則として使用できません。 通知カードは原則として使用できません。

※申請者が本書を持参により提出する場合は、添付不要です。

【

貼
付
欄
】

個
人
番
号
カ
ー

ド
（

裏
面
）

等
の
写
し

個人番号カード（裏面）等の写し貼付欄 個人番号カード（裏面）等の写し貼付欄

個人番号が読み取れるように貼り付けてください。

※学校(県）受付日　令和　　年　　月　　日　（保護者記載不要）

【

貼
付
欄
】

　
本
人
確
認
書
類
の
写
し

郵送で提出する場合、申請者（保護者①）の本人確認書類の貼付けが必要です。

本人確認書類（顔写真のある公的証明書の写し１点）
・個人番号カード（表面）

・運転免許証　または　運転経歴証明書

・旅券

・身体障害者手帳　または　精神障害者保健福祉手帳　または　療育手帳　　等のうち１点を貼り付けてください。

※上記書類の提出が難しい場合は、氏名、住所、生年月日が記載された公的書類の写し２点

個人番号が読み取れるように貼り付けてください。

※１ ※１

ただし、通知カードの記載事項（氏名、住所、生年月
日、性別、個人番号）を変更すべき事由が発生しておら
ず、記載事項に変更がない場合、又は、デジタル手続法
の施行日（令和２年５月２５日）以前に通知カードの変
更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの写
しの代わりに通知カードの写しを添付することができま
す。

ただし、通知カードの記載事項（氏名、住所、生年月
日、性別、個人番号）を変更すべき事由が発生しておら
ず、記載事項に変更がない場合、又は、デジタル手続法
の施行日（令和２年５月２５日）以前に通知カードの変
更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの写
しの代わりに通知カードの写しを添付することができま
す。

※２ 個人番号カードがない場合、個人番号が記載された住
民票の写しを本台紙にホチキス止めして提出してくだ
さい。

※２ 個人番号カードがない場合、個人番号が記載された住
民票の写しを本台紙にホチキス止めして提出してくだ
さい。

住
所

　　　　　　　　都道　　　　　　　　　市区
　　　　　　　　府県　　　　　　　　　町村

※課税年度の１月１日現在の住所を記載

　　　　　　　　都道　　　　　　　　　市区
　　　　　　　　府県　　　　　　　　　町村

※課税年度の１月１日現在の住所を記載

- ---

申請者（保護者①） 又は 生徒本人 保護者②

ふり
がな

氏
名

個
人
番
号

個人番号カード（写）等貼付台紙

学校名 課程 全日 ・ 定時 ・ 通信 ・ 専攻科

ふりがな

学年 　　年
生徒氏名



様式第１８号

千葉県奨学のための給付金給付申請のため、個人番号を提出します。

（個人番号カードの写し等を貼り付けた上で、空欄の箇所を手書きで記載してください。）

通知カードは原則として使用できません。 通知カードは原則として使用できません。

※申請者が本書を持参により提出する場合は、添付不要です。
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個人番号カード（裏面）等の写し貼付欄 個人番号カード（裏面）等の写し貼付欄

個人番号が読み取れるように貼り付けてください。

※学校(県）受付日　令和　　年　　月　　日　（保護者記載不要）

【

貼
付
欄
】

　
本
人
確
認
書
類
の
写
し

郵送で提出する場合、申請者（保護者①）の本人確認書類の貼付けが必要です。

本人確認書類（顔写真のある公的証明書の写し１点）
・個人番号カード（表面）

・運転免許証　または　運転経歴証明書

・旅券

・身体障害者手帳　または　精神障害者保健福祉手帳　または　療育手帳　　等のうち１点を貼り付けてください。

※上記書類の提出が難しい場合は、氏名、住所、生年月日が記載された公的書類の写し２点

個人番号が読み取れるように貼り付けてください。

※１ ※１

ただし、通知カードの記載事項（氏名、住所、生年月
日、性別、個人番号）を変更すべき事由が発生しておら
ず、記載事項に変更がない場合、又は、デジタル手続法
の施行日（令和２年５月２５日）以前に通知カードの変
更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの写
しの代わりに通知カードの写しを添付することができま
す。

ただし、通知カードの記載事項（氏名、住所、生年月
日、性別、個人番号）を変更すべき事由が発生しておら
ず、記載事項に変更がない場合、又は、デジタル手続法
の施行日（令和２年５月２５日）以前に通知カードの変
更手続が完了している場合に限り、個人番号カードの写
しの代わりに通知カードの写しを添付することができま
す。

※２ 個人番号カードがない場合、個人番号が記載された住
民票の写しを本台紙にホチキス止めして提出してくだ
さい。

※２ 個人番号カードがない場合、個人番号が記載された住
民票の写しを本台紙にホチキス止めして提出してくだ
さい。

住
所

　　　　　　　　都道　　　　　　　　　市区
　　　千葉　　　府県　　　　千葉　　　町村

※課税年度の１月１日現在の住所を記載

　　　　　　　　都道　　　　　　　　　市区
　　　千葉　　　府県　　　　千葉　　　町村

※課税年度の１月１日現在の住所を記載
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申請者（保護者①） 又は 生徒本人 保護者②

ふり
がな

ちば　いちろう ちば　はなこ

0 1 0

氏
名 千葉　一郎 千葉　花子

個
人
番
号

1

個人番号カード（写）等貼付台紙

学校名 千葉県立☆☆☆高等学校 課程 全日 ・ 定時 ・ 通信 ・ 専攻科

ふりがな ちば　たろう

学年 ２　　年
生徒氏名 千葉　太郎



   

個人番号カード（写）等貼付台紙を提出される方へ 
 
奨学のための給付金の申請にあたり、マイナポータルを利用できない方は、「個人番号カード（写）等貼付台紙」

を提出していただく必要があります。貼り付ける個人番号（マイナンバー）の写しは世帯区分によって異なります。 

詳細は以下を御確認ください。 

 
【用意する書類】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【提出先】 

在学する学校に提出してください。 
※千葉県外の高校に在学する場合は下記の郵送先へ提出してください。 

 

〒260-8662 

千葉市中央区市場町 1-1 

千葉県教育庁 財務課 育英班 

※書類を郵送する際は、簡易書留、特定記録、レターパック等、追跡可能な方法でお願いします。 

 

生活保護受給世帯の場合 

 
その他の世帯（保護者１名）の場合 その他の世帯（保護者２名）の場合 

➀生徒本人の個人番号がわかるもの 
・個人番号カード（裏面） 

・個人番号が記載された住民票の写し 等 

②申請者（保護者①）の本人確認書類（顔写真のある公的証明書） 
・個人番号カード（表面） 

・運転免許証 等 

＋ 
郵送で提出する場合、申請者（保護者①）の本人確認書類の貼付けが必要です。 
 ※申請者が直接持参による提出する場合は、添付不要です。 

➀保護者２名の個人番号がわかるもの 
・個人番号カード（裏面） 

・個人番号が記載された住民票の写し 等 

＋ 

➀保護者１名の個人番号がわかるもの 
・個人番号カード（裏面） 

・個人番号が記載された住民票の写し 等 

＋ 

生徒本人 
保護者① 

保護者② 

保護者① 

申請者（保護者①） 


